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J：COMチャンネル（11ch）のデータ放送で、西東京市の「市からのお知らせ」がご覧になれます。

所得税および復興特別所得税
………………�２月18日㈪～３月15日㈮
※還付申告は、２月15日㈮以前でも提出可

消費税および地方消費税�……４月�１日㈪
贈与税………�２月�１日㈮～３月15日㈮

２月18日㈪～３月15日㈮
東村山税務署の申告書作成会場開設は

日曜窓口
　税務署は平日のみ開庁ですが、２月
24日㈰・３月３日㈰に限り、所得税
および復興特別所得税・個人消費税・
贈与税の申告相談と申告書の受付を行
います。
※国税の領収・納税証明書発行・電話
相談は行いません。

QRコードを利用した 
コンビニ納付手続きを開始

　１月４日㈮から、新たにQRコード
を利用した国税のコンビニ納付が可能
となります。
　従来は、税務署が作成した納付書で
なければ納付できませんでしたが、自
身のパソコンやスマートフォンを使っ
て、国税庁k内の「確定申告書等作成
コーナー」または「コンビニ納付用QR
コード作成専用画面」からQRコード
を作成することにより、納付できるよ
うになります。
□利用可能なコンビニ
● �Loppi設置店舗…ローソン・ナチュ
ラルローソン・ミニストップ

●�Famiポート設置店舗…ファミリー
マート
※納付できる金額は30万円以下とな
ります。
※詳細は、国税庁k・上記jへお問
い合わせください。

便利で安心、振替納税を 
ご利用ください！

　申告書の提出後に、納付書の送付や
納税通知などによる納税のお知らせは
行っていません。納付には便利な振替
納税をご利用ください。
□平成30年分確定申告書の振替納付日
● �所得税および復興特別所得税：４月
22日㈪

●�消費税および地方消費税（個人事業
者）：４月24日㈬
電子納税をご利用になると、自宅やオ
フィスなどのインターネットを経由し
て納付できます。詳細は上記jへお
問い合わせください。

j東村山税務署
〒189－8555東村山市本町１－20－22・p042－394－6811
※１月23日㈬から税務署の駐車場は使用できませんので、車での来署
はご遠慮ください。

税理士による無料申告相談 
～申告書を作成して提出できます～
会場 日程 時間

防災センター
※平日のみ

２月７日㈭
～12日㈫

午前９時30分
～午後３時30分

　小規模納税者の方の所得税および復
興特別所得税・個人消費税、年金受給
者・給与所得者の方の所得税および復
興特別所得税の申告書（土地・建物・
株式などの譲渡所得がある場合を除
く）を作成して提出できます。
※所得金額が高額な場合や相談内容が
複雑な場合は税務署をご利用ください。
※申告書などの提出のみの場合は直接
税務署に提出してください（郵送可）。
h４面「申告の際に必要なもの」を参
考にしてください。
※混雑時は受付を早く締め切る場合が
あります。初日は特に混雑します。
※車での来場はご遠慮ください。

にせ税理士にご注意を！
　納税者の依頼による税務代理、税務
書類の作成および税務相談を、税理士
資格のない者が行うことは税理士法に
よって禁止されています。税務書類の
作成依頼は、正規の「税理士」に依頼し
ましょう。
●にせ税理士の情報……税務署総務課
　p042－394－6811
● �税理士に関するお問い合わせ………
東京税理士会東村山支部
　p042－394－7038

医療費控除を受けるための 
手続きが変わります

　平成29年分の確定申告から、医療
費控除を受ける際に、領収書の提出が
不要となる代わりに「医療費控除の明
細書」の添付が必要となります。
　明細書の作成時には、①医療を受け
た人、②病院・薬局ごとに医療費を合
計して記載します（明細書を含め、医
療費控除の申告は国税庁kからでき
ます）。また、医療費の領収書は自宅
で５年間保存する必要があります（税
務署の求めにより、提示または提出）。

※平成29～31年分の申告は、医療費
の領収書の添付または提示でも可

復興特別所得税の計算をお忘れなく
　平成25～49年分の各年分は、復興特
別所得税を所得税と併せて申告・納付
が必要です（還付申告でも計算が必要）。
　復興特別所得税の額は、各年分の基
準所得税額（原則その年分の所得税額）
に2.1％の税率を乗じて計算した金額
です。また、平成25年１月１日～平
成49年12月31日に生ずる所得につい
て、源泉所得税が徴収されている場合
には、復興特別所得税が併せて徴収さ
れています。

父母などから財産の 
贈与を受けた場合の注意点

　暦年課税の場合、父母などの直系尊
属から財産の贈与を受けた人（贈与を
受けた年の１月１日時点で20歳以上
の人に限る）のその財産に係る贈与税
の額は、一般税率ではなく「特例税率」
を適用して計算します。
　この適用を受けた場合で、贈与財産
の価額の合計額から基礎控除額（110
万円）を差し引いた後の金額（基礎控除
後の課税価格）が300万円を超えると
きは、贈与税の申告書とともに、贈与
を受けた人の氏名・生年月日・直系卑

東村山税務署からの
お知らせ

　初日と最終週は特に混雑しますので、混雑緩和にご協力ください（上
記期間以外に、税務署の申告書作成会場はありませんので、申告書の
作成・相談のための来署はご遠慮ください）。
　受付時間は午前８時30分～午後４時（提出は５時まで）となります。
混雑状況により受付を早く締め切る場合がありますので、なるべくお
早めにお越しください。

申告と納税の期限（平成30年分）

配当所得等に係る確定申告の相談・受付は
直接税務署へご相談ください。

属に該当することを証する書類（戸籍
謄・抄本その他の書類）を提出する必
要があります（過去の年分において同
じ贈与者からの贈与で「特例税率」の適
用を受けるために書類を提出している
場合は不要）。

国外財産調書の提出
　平成30年12月31日において、価額
の合計額が5,000万円を超える国外財
産を有する方は、３月15日㈮までに
「国外財産調書」の提出をお願いします。
※提出がなかった場合や正しく記載さ
れていない場合には、加算税の加重措
置や罰則が適用される場合があります。

財産債務調書の提出
　所得税及び復興特別所得税の確定申
告書を提出しなければならない方で、
平成30年分の総所得金額および山林
所得金額の合計額が2,000万円を超え、
かつ、平成30年12月31日において、
その価額の合計額が３億円以上の財産
またはその価額の合計額が１億円以上
の国外転出特例対象財産を有する方は、
３月15日㈮までに「財産債務調書」の
提出をお願いします。
※提出がなかった場合や正しく記載さ
れていない場合には、加算税の加重措
置が適用される場合があります。

　国税庁kの「確定申告書等作成
コーナー」で、自宅のパソコンやス
マホ・タブレット端末などから申告
書を作成し、次のいずれかで提出で
きます。
①作成した申告書をプリンターで
印刷し、郵送などにより税務署に提
出
②マイナンバーカードとICカード
リーダライタを利用する方法（マイ
ナンバーカード方式）で「e-Tax（電
子申告）」を利用して提出
③税務署で発行するIDとパスワー
ドを使用する方法（ID・パスワード
方式）で、「e-Tax（電子申告）」を利用
して提出
※ID・パスワード方式を行うため
には、事前にID・パスワードの発
行が必要となります。発行にあたっ
ては、自宅や勤務先などのお近くの
税務署で、職員による本人確認を

行ったうえで発行されます。運転免
許証などの本人確認書類をお持ちの
うえ、お近くの税務署にお越しくだ
さい。
※「e-Tax（電子申告）」で送信すれば、
源泉徴収票などの添付書類は提出不
要になります。また申告書の控えは
PDF形式でスマホなどに保存する
こともできます。
□問い合わせ先
●申告・納付など…上記jへ
●�確定申告書等作成コーナーの操作
…e-Tax・作成コーナーヘルプデ
スク
　�p0570－01－5901　※平日午
前９時～午後５時（１月15日～３
月15日の平日と２月17日・24日、
３月３日・10日の㈰は午後８時まで）

マイナンバーカードの申請方法は３面に

申告書の作成は国税庁kで

　合計所得金額900万円（給与収入
1,120万円）以下の納税義務者に係
る配偶者特別控除の対象となる配偶
者の合計所得金額の上限が引き上げ
られました。
　また、合計所得金額900万円（給
与収入1,120万円）超の納税義務者
に係る配偶者控除および配偶者特別
控除については、控除額が逓減また

は適用されないこととなりました。
※合計所得金額が1,000万円（給与
収入1,220万円）超の納税義務者に
係る配偶者控除および配偶者特別控
除については、配偶者の合計所得金
額に関わらず、控除額が適用されな
いこととなりました。
※詳細は市kをご覧ください。

配偶者控除・配偶者特別控除の改正


